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中
小
企
業
を
中
心
と
し
て
全
国
約
80
万
社

の
会
員
企
業
で
構
成
さ
れ
る
経
営
者
の
団
体

「
公
益
財
団
法
人
全
国
法
人
会
総
連
合
（
略

称

全
法
連
）
」
は
、
９
月
24
日
開
催
の
理

事
会
に
お
い
て
「
令
和
３
年
度
税
制
改
正
提

言
」
を
決
議
し
ま
し
た
。

地
域
経
済
と
雇
用
の
確
保
の
担
い
手
で
あ

る
中
小
企
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、
厳
し
い
局
面
に
立
た
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
ず
は
、
経
営
実
態
等
を
見
極
め

な
が
ら
、
中
小
企
業
が
事
業
を
継
続
す
る
た

め
に
必
要
な
支
援
策
や
税
制
措
置
を
講
じ
る

こ
と
を
強
く
求
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
我
が
国
財
政
は
地
方
を
合
わ
せ
た

長
期
債
務
残
高
が
１
１
０
０
兆
円
を
超
し
国

内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
２
倍
と
、
先
進
国

の
中
で
突
出
し
て
悪
化
し
て
い
ま
す
が
、
そ

こ
に
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
よ
る
多
額

な
債
務
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
し
た
。
我
が
国
は

先
進
国
で
最
速
の
ス
ピ
ー
ド
で
少
子
高
齢
化

が
進
み
、
か
つ
人
口
が
減
少
す
る
と
い
う
極

め
て
深
刻
な
構
造
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
将
来
世
代
に
負
担
を
先
送
り
し

な
い
よ
う
財
政
健
全
化
に
も
配
慮
す
る
こ
と

と
し
、
社
会
保
障
制
度
の
基
本
的
考
え
方
や
、

国
・
地
方
を
通
じ
て
徹
底
し
た
行
財
政
改
革

の
推
進
な
ど
に
つ
い
て
も
提
言
し
て
い
ま
す
。

今
後
、
こ
の
提
言
に
基
づ
き
、
全
法
連
は

政
府
・
政
党
に
、
各
地
の
法
人
会
か
ら
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
な
ど
に
対
し
て
提
言
活

動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

１
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
と
財

政
健
全
化

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
は
長
期
化
の
様
相
を

見
せ
て
お
り
、
資
金
力
の
弱
い
中
小
企
業
は

す
で
に
限
界
に
き
て
い
る
。
そ
の
経
営
実
態

等
を
見
極
め
な
が
ら
、
雇
用
と
事
業
と
生
活

を
守
る
た
め
の
支
援
策
を
引
き
続
き
講
じ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
拡

大
の
収
束
を
見
据
え
つ
つ
、
税
制
だ
け
で
な

く
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
対
応
や
大
胆
な
規
制
緩

和
を
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
行
う
な
ど
、
日

本
経
済
の
迅
速
な
回
復
に
向
け
た
施
策
を
講

じ
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
財
政
健
全
化
は

国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
収
束
後
に
は

本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入

れ
る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え

方持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る

に
は
、
適
正
な
「
負
担
」
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
「
給
付
」
を
「
重
点
化
・
効
率
化
」

に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
こ
と
が
必

須
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
の
あ
り
方
で

は
、
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」
の
役
割

と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の

視
点
も
重
要
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

地
方
を
含
め
た
政
府
と
議
会
は
「
ま
ず
隗

よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
自
ら
身
を

削
る
な
ど
行
政
改
革
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を

開
始
し
て
い
る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
普
及
率
が
低
い
な
ど
、
国
民
や
事
業
者
が

正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
そ
れ
は
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
で
も

給
付
金
申
請
手
続
き
の
混
乱
な
ど
で
明
ら
か

に
な
っ
た
。
政
府
は
制
度
の
意
義
等
の
周
知

に
努
め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
す

る
仕
組
み
づ
く
り
に
本
腰
を
入
れ
る
必
要
が

あ
る
。

Ⅱ
．
中
小
企
業
が
事
業
継
続
す
る
た
め
の
税

制
措
置

１
．
法
人
税
関
係

中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
や
厳
し
い
環
境
変
化
に
対

応
し
、
そ
の
存
在
感
を
維
持
で
き
る
よ
う
な

税
制
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
中
小
企
業
は
新
型
コ
ロ
ナ
拡
大
に
よ
る

深
刻
な
影
響
を
受
け
不
安
が
増
幅
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
も
多
発
す

る
な
ど
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
一
段

と
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
事
業
を
継
続
し

( 2 )

法
人
会
か
ら
の
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

コ
ロ
ナ
禍
の
中
小
企
業
を
救
う
「
税
制
措
置
」
と

未
来
の
た
め
の
「
財
政
健
全
化
」
を
求
め
ま
す
！

令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

ー

概
要

ー

令
和
３
年
度

税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

■
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
厳
し
い
経
営
環
境
を
踏
ま
え
、

中
小
企
業
に
実
効
性
あ
る
支
援
と
税
制
措
置
を
！

■
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、

コ
ロ
ナ
収
束
後
に
は
本
格
的
な
税
財
政
改
革
を
！



て
い
く
た
め
の
税
制
措
置
の
拡
充
等
が
必
要

で
あ
る
。

⑴
中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特

例
15
％
の
本
則
化
、
適
用
所
得
金
額
の
引

上
げ
。

⑵
「
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
」
、
「
少
額
減

価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の

特
例
措
置
」
の
拡
充
、
本
則
化
。

⑶
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経

済
対
策
に
お
け
る
税
制
上
の
措
置
」
の
延

長
、
拡
充
。
等

２
．
消
費
税
関
係

消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と

財
政
健
全
化
に
欠
か
せ
な
い
が
、
昨
年
10
月

に
導
入
さ
れ
た
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の

事
務
負
担
が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、

税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び
税
収
確
保
な
ど
の

観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。

こ
の
た
め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度

ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
く
、
低
所
得
者

対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見
直
し
で

対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
き
た
。
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所

得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ

れ
ば
同
制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直
し
が
必

要
で
あ
る
。

⑴
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
「
消
費
税
転
嫁
対

策
特
別
措
置
法
」
は
、
令
和
３
年
３
月
末

日
を
も
っ
て
適
用
が
終
了
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
り
、

中
小
企
業
が
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
同
特
別
措
置
の
適

用
期
限
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、
中
小
企

業
が
適
正
に
価
格
転
嫁
で
き
る
よ
う
、
さ

ら
に
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で

あ
る
。

⑵
令
和
５
年
10
月
か
ら
の
「
適
格
請
求
書
等

保
存
方
式
」
導
入
に
向
け
、
令
和
３
年
10

月
よ
り
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
の

登
録
申
請
が
は
じ
ま
る
。
こ
う
し
た
中
で

新
型
コ
ロ
ナ
の
拡
大
が
特
に
小
規
模
事
業

者
等
の
事
業
継
続
に
多
大
な
影
響
を
与
え

て
い
る
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増

等
の
理
由
に
よ
り
廃
業
を
選
択
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求

書
等
保
存
方
式
」
を
当
面
維
持
す
る
な
ど
、

弾
力
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
等

３
．
事
業
承
継
税
制
関
係

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業

は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な

ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
中
小
企
業
が

相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承
継
で

き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら

ぐ
こ
と
に
な
る
。
平
成
30
年
度
の
税
制
改
正

で
は
比
較
的
大
き
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、

さ
ら
な
る
抜
本
的
な
対
応
が

必
要
と
考
え
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産

と
切
り
離
し
た
本
格
的
な

事
業
承
継
税
制
の
創
設

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税

猶
予
制
度
の
充
実

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

等

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
拡
大
は
、

東
京
一
極
集
中
の
リ
ス
ク
を
浮
き
彫
り
に
す

る
一
方
、
地
方
分
権
化
と
広
域
行
政
の
必
要

性
も
改
め
て
問
い
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
地
方
分
権
化
は
国
と
地
方
の
役
割

分
担
を
見
直
し
、
財
政
や
行
政
の
効
率
化
を

図
る
こ
と
で
あ
り
、
地
方
活
性
化
の
観
点
か

ら
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
を
機
に
分
権
化
の
議
論
が
さ
ら
に
高
ま

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

( 3 )

※
「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」
の
全
文
は
、
全
法

連
ま
た
は
当
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲

会
員
増
強
大
会

９
月
３
日
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
ホ
テ
ル
厚
木
に
お
い
て
、

会
員
増
強
大
会
を
開
催
し
た
。
同
大
会
は
、
９
月
を
準

備
期
間
と
し
て
、
10
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
会
員
増
強

月
間
の
よ
り
一
層
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
本
部
役
員

を
は
じ
め
、
支
部
・
地
区
・
部
会
役
員
等
、
ま
た
受
託

保
険
会
社
に
参
加
を
呼
び
か
け
、
60
名
が
出
席
し
た
。

当
日
は
、
加
入
促
進

を
進
め
る
に
あ
た
り
、

関
係
資
料
の
説
明
や

前
年
度
の
会
員
増
強

で
優
秀
な
成
果
を
収

め
ら
れ
た
方
々
か
ら
、

ご
自
身
の
体
験
を
も

と
に
具
体
的
な
成
功

事
例
等
の
発
表
が
行

わ
れ
た
。

源泉部会定例研修会

▲

源泉部会は９月９日、厚木アーバ

ンホテルにおいて定例研修会を開催

し、26名が参加した。当日は社会保

険労務士の三嶽忍氏を講師に招き、

「休業に学ぶ就業規則・給与規程の

見直し」をテーマに労務関係の諸事

項等について研修した。

フ
ォ
ト
・
ト
ピ
ッ
ク
ス

《
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、

密
集
・
密
接
・
密
閉
の
３
密
の
状
態
を
避
け
、
適
切
な

感
染
症
対
策
を
講
じ
て
実
施
。
》
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《問合せ先》

源泉所得税関係について
厚木税務署

法人課税第１部門（源泉所得税担当）
℡ 046-221-3261（内線313）

用紙請求、

法定調書関係について
厚木税務署 管理運営部門 ℡ 046-221-3261（内線121）

用紙請求(市町村関係)、

給与支払報告書及び

住民税特別徴収について

厚木市役所 市民税課 特別徴収係 ℡ 046-225-2011（直通）

愛川町役場 税務課 町民税班
℡ 046-285-2111

（内線3272、3273）

清川村役場 税務住民課 課税係 ℡ 046-288-3849（直通）

令和２年分 年末調整等説明会

開催中止のお知らせ

税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加される皆様の安全

を考慮し、例年実施していました年末調整等説明会につきましては開催を中止

することとしました。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページに年末調

整特集ページ

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）

を作成していますので、ご不明な点等ございましたら、こちらのページをご覧

ください。

また、ご相談や用紙の請求等につきましては、下記の問合せ先までお願いい

たします。

※ 税務署へのお問合せは自動音声案内に従い、個別のご相談、用紙請求（源泉所得税関係・法定調書関係）につ

いては「２」番（税務署）を選択してください。

なお、年末調整のしかたなど国税に関する一般的なご相談については「１」番を選択し、電話相談センターを

ご利用ください。

厚木税務署からのお知らせ
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Ｑ 年末調整の方法について知りたいのですが。

Ａ 年末調整に関する動画（年末調整のしかた、法定調書の作成と提出）を、国税庁インターネット番組Web-

TAX-TVに掲載していますので、そちらをご覧ください。

Ｑ 昨年の年末調整との変更点を教えてください。

Ａ 「給与所得控除」、「基礎控除」及び「寡婦控除」の改正、「所得金額調整控除」及び「ひとり親控除」の

創設や新たな申告書が設けられるなど、昨年と比べて変更となった点があります。

詳しくは「年末調整のしかた」４ページをご覧ください。

Ｑ 年末調整関係の用紙が欲しいのですがどうしたらいいですか？

Ａ 「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」など控除申告書の用紙及び法定調書の用紙は国税庁ホーム

ページに掲載していますので、そちらからダウンロードしてご利用いただけます。

※ 令和２年10月に国税庁から、控除申告書を作成するためのソフトウェア「年調ソフト」を提供します。

詳しくは次のＱ＆Ａをご覧ください。

Ｑ これまでよりも効率的に年末調整ができると聞いたのですが、どのような方法ですか？

Ａ 令和２年10月から国税庁ホームページなどで提供する「年調ソフト」を利用することで「保険料控除申告

書」など年末調整で従業員の方が作成する書類をデータで作成することができます。本ソフトウェアを従業

員の方に利用していただくと、控除額の計算が正しく行われますので、控除額の検算事務が省略できるなど、

事務の効率化が見込まれます。

また、本ソフトウェアで作成した扶養控除等申告書等をデータで出力し、自社の給与システム等にインポー

トすることにより、控除額を給与システムに手入力する必要がなくなるなど、さらに効率的に年末調整事務

を実施することができます。

※ 扶養控除等申告書等をデータで提出するためには、源泉徴収義務者が事前に所轄税務署へ「源泉徴収に

関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出する必要があります。

※ 「給与所得の源泉徴収票」などの法定調書は、「年調ソフト」で作成できません。

Ｑ 年末調整の相談や手続をオンラインでできますか？

Ａ 国税庁ホームページでは、年末調整の手続に関する情報を掲載するとともに、ご質問を入力いただくと、

ＡＩを活用して自動回答する「チャットボット」を令和２年10月下旬から公開する予定です。

また、従業員の方が作成する書類については、前述している「年調ソフト」を利用いただくことでデータ

で作成することができますので、ぜひご活用ください。

Ｑ 税務署などへの書類の提出をオンラインでできますか？

Ａ 源泉所得税の納付や徴収高計算書の提出、法定調書の提出は、ｅ-Ｔａｘで行うことができます。

なお、ダイレクト納付をご利用いただければ、金融機関や税務署に出向く必要がなく、即時又は納付日を

指定して納付を行うことができます。詳しくはｅ-Ｔａｘホームページをご確認く

ださい。

また、「給与所得の源泉徴収票」は、ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）を

利用することで、「給与支払報告書」（市区町村へ提出するもの）も同時に作成し、

税務署と市区町村にそれぞれ提出することができますので、ぜひご活用ください。

詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。

年末調整に関するＱ&Ａ
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Ｑ

酒
に
は
、
古
く
か
ら
酒
屋
役
や
運
上
・

冥
加
（
み
ょ
う
が
）
な
ど
の
税
が
あ
り
ま

し
た
が
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
飲
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ワ
イ
ン
が
最
初
に
課
税
さ

れ
た
の
は
い
つ
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

①

明
治
34
年

②

大
正
15
年

③

昭
和
13
年

（
税
務
大
学
校
「
税
の
歴
史
ク
イ
ズ
」
）

応
募
方
法

答
え
と
氏
名
、
住
所
、
会
社
名
を
明
記
の

う
え
、
郵
便
も
し
く
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
事
務
局
ま

で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
正
解
者
の
中
か
ら
抽

選
で
10
名
（
１
社
１
名
ま
で
）
に
粗
品
を
進

呈
い
た
し
ま
す
。

締
切
／
令
和
２
年
11
月
30
日
ま
で

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

令
和
２
年
８
月
号
ぜ
い
き
ん
ク
イ
ズ
の
解
答

答
え…

②
（
木
材
を
河
川
に
流
し
て
輸
送
す

る
こ
と
に
課
さ
れ
た
税
）

《
解
説
》
流
木
税
は
、
山
奥
の
森
林
地
帯
で

伐
採
さ
れ
た
木
材
を
河
川
を
利
用
し
て
輸
送

す
る
こ
と
に
課
さ
れ
た
税
で
す
。
各
地
域
で

名
称
が
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昭
和
11
（
１

９
３
６
）
年
の
段
階
で
北
海
道
（
流
木
税
）

や
和
歌
山
県
（
木
材
川
下
税
）
、
宮
崎
県

（
木
材
川
流
税
）
な
ど
８
道
県
で
同
様
に
課

税
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
道
県
は
、
ど
こ
も
林
業
が
盛
ん

な
地
域
で
し
た
が
、
当
時
の

税
額
で
首
位
で
あ
っ
た
和
歌

山
県
と
２
位
の
北
海
道
で
は
、

そ
の
税
額
に
大
き
な
差
が
あ

り
ま
し
た
。

各
地
の
流
木
税
の
課
税
標
準
は
、
流
す
木

材
の
大
き
さ
、
種
類
等
で
す
が
、
中
で
も
和

歌
山
県
で
は
、
流
す
川
や
材
木
の
産
地
に
よ
っ

て
も
税
額
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
お
り
、
和

歌
山
県
内
各
地
で
木
材
の
輸
送
が
盛
ん
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

河
川
を
利
用
し
た
木
材
輸
送
の
歴
史
は
古

く
、
多
く
の
木
材
を
遠
隔
地
へ
運
搬
す
る
の

に
適
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
平
安
時
代
以
前

よ
り
「
木
流
し
」
や
「
筏
流
し
」
等
の
名
称

で
、
全
国
各
地
の
比
較
的
規
模
が
大
き
な
河

川
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在

で
は
、
ダ
ム
建
設
に
よ
る
河
川
の
分
断
、
鉄

道
・
自
動
車
な
ど
の
陸
上
交
通
機
関
の
発
達

に
よ
り
、
観
光
用
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
見
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

な
お
、
筏
流
し
は
、
相
模
川
に
お
い
て
も

行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
戦
国
時
代
か
ら
江
戸

時
代
に
か
け
て
津
久
井
地
域
等
の
木
材
を
小

田
原
や
江
戸
に
輸
送
し
、
街
の
発
展
を
支
え

て
い
ま
し
た
。
当
時
は
、
現
在
の
厚
木
市
内

の
相
模
川
沿
い
に
木
材
集
積
地
が
存
在
し
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
「
厚
木
」
の
地

名
の
由
来
（
ア
ツ
メ
ギ

⇒

ア
ツ
ギ
）
に
な
っ

た
と
の
説
も
あ
り
ま
す
。

（
参
考
：
税
務
大
学
校
「
税
の
歴
史
ク
イ
ズ
」
）
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★
経
理
実
務
講
座
《
別
紙
参
照
》

◇
11
月
～
12
月
（
５
回
シ
リ
ー
ズ
）

会
場
／
厚
木
商
工
会
議
所
会
議
室

★
法
人
税
申
告
書
の
作
成
講
座
《
別
紙
参
照
》

◇
12
月
（
４
回
シ
リ
ー
ズ
）

会
場
／
厚
木
商
工
会
議
所
会
議
室

★
新
設
法
人
説
明
会

◇
12
月
16
日
（
水
）
13
時
30
分

会
場
／
厚
木
税
務
署
別
館
会
議
室

★
決
算
法
人
説
明
会

◇
12
月
17
日
（
木
）
13
時
30
分

会
場
／
厚
木
税
務
署
別
館
会
議
室

★
決
算
法
人
説
明
会

◇
１
月
21
日
（
木
）
13
時
30
分

会
場
／
厚
木
商
工
会
議
所
会
議
室

※

日
時
等
の
変
更
、
も
し
く
は
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
事
務
局
へ
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

な
お
、
★
印
の
事
業
は
会
員
以
外
の
方
で

も
参
加
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
本
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
法
人
会
事
務
局
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※

本
年
12
月
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

◇
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
◇

【
事
務
局
か
ら
の
お
願
い
】

会
社
名
、
代
表
者
名
、
所
在
地
、
資
本
金
等
が
変
更

さ
れ
た
場
合
は
、
法
人
会
事
務
局
（
電
話
２
２
１‐

１

０
５
５
）
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

健診に新しい検査が加わります
（下記参照）

当会が夏期・冬期にご案内しています「生活習慣病

健康診断」について、冬期開催のご連絡をいたします。

また、新たなオプション検査として「新型コロナウイ

ルス抗体検査」が加わります。社員の皆さまへの福利

厚生に是非ご活用ください。

■日 程

令和３年２月１５日(月)、１６日(火)、１７日(水)

プロミティあつぎ（厚木市中町4-16-21）

注)日程は現時点での予定です。新型コロナウイルス

感染症拡大の影響で日程変更、もしくは中止となる場

合があります。

詳細は、別途郵送（12月ごろ到着）される「生活習慣

病健康診断ご案内及び申込書」をご参照いただき、

(一財)全日本労働福祉協会に各自でお申し込みくださ

い。

生活習慣病健康診断のお知らせ
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個人情報の取扱いについて

当会は、会員企業に係る「個人情報」を、研修会・諸会議等の開催

通知、広報誌等の送付、並びに福利厚生制度等のご案内、名簿作成な

ど、本会の事業活動のために利用し、それ以外の目的で利用すること

は、一切ございません。

ぜいきんクイズ、その他各種の

お申込み・応募先は、法人会事務局まで

〒243-0017 厚木市栄町1-16-15（厚木商工会議所3階）

公益社団法人 厚木法人会 事務局

TEL 046-221-1055 FAX 046-222-3808

E-mail info@a-net.or.jp

【 無料記帳指導制度のご案内 】

東京地方税理士会厚木支部のご協力を得て、税理士関与さ

れていない方を対象に、記帳指導を行っています。この制度

は、東京地方税理士会厚木支部の担当税理士が、皆様の会社

の事務所に直接訪問して３回程度記帳指導を行うもので、指

導料は無料です。ご希望の方は法人会事務局までご連絡くだ

さい。

本会では、下記事務所のご厚意により、無料で税務、

社会保険、不動産・会社登記等の相談を実施していま

す。ご希望の方は、法人会事務局（℡221-1055）

または下記事務所へお電話してください。

■浅岡信一税理士事務所

厚木市旭町２-２-１８

電話（０４６）２２９－７０３０

■税理士法人あいかわ 和田明

愛川町春日台５-４-８

電話（０４６）２８６－２２５６

■ライトハウス税理士法人

厚木市水引１-１-６ サミット厚木ビル４階

電話（０４６）２２２－８８００

■村松マユミ社会保険労務士事務所

厚木市栄町１-５-４-５０４

電話（０４６）２２５－０７２５

■八木章 司法書士事務所

厚木市水引１-１５-１７ 小島ビル２階

電話（０４６）２９７－３１０５

■司法書士 石垣公雄事務所

厚木市寿町３-４-５ 米山ビル３０１

電話（０４６）２２１－５５５６

【 無料相談のご案内 】

会員企業をはじめ、一般向けに経営支援情報や環

境、健康、カルチャーなどのセミナーをインターネッ

トを通じて配信しています。多彩なセミナー動画を

常時公開していますので、仕事に役立つ情報やヒン

トが満載です。

◎インターネットセミナーだから何時でも・何処で

も・好きなだけご利用できます。

◎映像と音声による本格的セミナーが受講できます。

◎忙しくてセミナーや研修会に参加できない方など

に最適です。

◎社内研修や自己研鑽などにご活用ください。

◎本会会員は、ID(hj0229)とパス

ワード(1055)を入力してログイ

ンすることによって、より多く

のコンテンツを視聴できます。

インターネットセミナーのご案内

本 会ホ ー ム ペ ージ か ら 無 料 で視 聴 で き ます

本会ＨＰには、「新型コロナウイルスに関する対策リ

ンク集」を掲載していますので、ぜひご覧ください。

また、テキストや研修用動画を公開しておりますので、

ご活用ください。

テキスト

◇令和２年度税制改正のあらまし

◇わかりやすい

会社の決算・申告の実務(決算法人用)

◇新設法人のための

会社の税金ガイドブック(新設法人用)

研修用動画

◇これだけは知っておきたい「決算」対策(決算法人用)

◇経営に差がつく！知って得する「税」のお話(新設法人用)

新型コロナウイルスに関する対策リンク集

新入会員紹介 期間［令和２年７月～令和２年９月］

地区・支部名 会 員 名 地区・支部名 会 員 名

寿 町 株式会社 ＡＲＫ 小 鮎 社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

中 町 和彩 扇翠 妻 田 石井ハウジング 株式会社 ピアット

厚 木 西 フィリップモリスジャパン 合同会社 南 毛 利 北 西 株式会社 イマイ仮設

厚 木 北 仲野 光子 愛 川 第 １ アルアル猪鹿肉販売所 合同会社

旭 町 西 パブスナック ロマネ ※ 機関紙等の公開に同意いただいた新入会員を掲載しています。
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発
行
所
／
公
益
社
団
法
人

厚
木
法
人
会

〒
２
４
３‐

０
０
１
７

厚
木
市
栄
町
１
丁
目
16
番
15
号

電
話
０
４
６
（
２
２
１
）
１
０
５
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
４
６
（
２
２
２
）
３
８
０
８

正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営をめざしたい。

社会のお役に立ちたい。そんな経営者の皆さんを支援する全国組織、

それが法人会です。現在、約80万社の会員企業、41都道県に440の

会を擁する全国でも有数の団体となっています。

法人会は「健全な経営、正しい納税、社会に貢献」を柱として活動

する経営者の団体です。公平で健全な税制の実現を目指し、「税制改

正に関する提言」を国・地方自治体に行っています。また、会員をは

じめ、地域住民の皆さんを支援する各種研修会や講演会、税の啓発や

租税教育、地域振興やボランティアなど地域に密着した活動を展開し

ています。

法人会活動に参加することで、様々な業種の経営者と知り合い、そ

の交流を通じてお互いの経営感覚を磨き、自らの視野を拡げることが

できます。

さらに、女性経営者や経営者夫人のための女性部会、次世代を担う

若手経営者のための青年部会などを設けていますので、これらの部会

に加入されますと地域の皆さんとの交流の和がより一層広がります。

今年も会員増強月間として、10月から12月の3ヶ

月間を設定しています。ぜひ、お近くのお仲間を

ご紹介いただきますようお願いいたします。

※１社入会につき、紹介者へクオカード(1,000円

分)をお贈りしています。

― めざします 企業の繁栄と社会への貢献 ―

会員増強運動にご協力をお願いします！ 新入会員さんをご紹介ください

法
人
会
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
け
ん
た
」


